
各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況①  
（平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」）  

生後4か月までの全戸訪問事業  
育児支援家庭訪問事業  

生後4か月までの全戸訪問事業  

（こんにちは赤ちゃん事業）  （こんにちは赤ちやん事業）  
育児支援家庭訪問事業  

実施市区町村数   ノ奏施卑   実施市区町村数   烏施率  実施市区町村数   兵施ぎ1   実施市区町村数   兵施勘   

北 海 道   103   70   ／38．9％て  滋 賀 県   18   J69．2％1   13   ∫50．0％1   

青 森 県   19   ∫ 47．5％ ミ   ／27．5％1  京 都 府   16   14   ∫ 53．8％ ミ   

岩 手 県   30   85．7％ ミ   20   57．1％ i  大 阪 府   18   ∫ 41．9％   31   ∫ 72．1％   

宮 城 県   35   97．2％ も   31   86．1％  兵 庫 県   28   68．3％   23   ≠ 56．1％   

15   秋 田 県   13   4   16，0％  奈 良 県   16   41．0％  38．5％   

6   山 形 県   28   80．0％   20   57．1％  和 歌 山 県   10   33．3％  20．0％   

福 島 県   26   43．3％   14   23．3％  鳥 取 県   15   78．9％   3   15．8％   

茨 城 県   24   54．5％   20   45．5％   島 根 県   17   81．0％   52．4％   

栃 木 県   18   58．1％   17   54．8％   岡 山 県   17   63．0％   16   59．3％   

群 馬 県   26．   68．4％   15   39．5％   広 島 県   18   78．3％   47．8％   

埼 玉 県   27   38．6％   25   35．7％   山 口 県   14   63．6％   10   45．5％   

千 葉 県   27   48．2％   15   26．8％   徳 島 県   12   50．0％   9   37．5％   

6   東 京 都   27   43．5％  姜   42   67．7％   香 川 県   10   58．8％  35．3％   

神 奈 川 県   12   36．4％   15   45．5％   媛 県   7   35，0％   5   25．0％   

新 潟 県   25   71．4％   16   45．7％   高 知 県   19   54．3％   31．4％   

富 山 県   73．3％   4   26．7％   福 岡 県   31   47．0％   31   47．0％   

石 川 県   19   100．0％   19   100．0％  佐 賀 県   19   82．6％   8   34．8％   

福 井 県   14   82．4％   6   35．3％  長 崎 県   21   91．3％   16   69．6％   

山 梨 県   20   71．4％   19   67．9％  熊 本 県   29   60．4％   13   27．1一％   

長 野 県   47   58．0％   28   34．6％  大 分 県   61．1％   9   

岐 阜 県   21   50．0％ ～   15   35．7％  宮 崎 県   10   5   16．7％   

静 岡 県   30   も 71．4％ ∫   18   ミ 42．9％ ∫  鹿 児 島 県   23   て 46月％ ～   10   ミ 20．4％ ∫   

愛 知 県   29   35   

三 重 県   20   169．0％／   12   

●．●ノ  

※ 各都道府県には政令指定都市・中核市を含む。  

※ 平成19年度次世代育成支援対策交付金交付決定ベース  
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各種の子育て支援事業の都道府県別一取組状況②  

（一時預かり）  

実施割合（％）  
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北青岩宮秋山福茨栃群埼千乗神新富石福山長岐静愛三滋京大兵棄和  
海森手城田形烏城木馬玉葉京葉潟山川井梨野阜岡知圭賀都阪庫良歌  
道県県県県県県県県県県県都川 県県県県県県県県県県県府府県県山  

県  県  
＊1実施割合は、－一時保育実施保育所数（総数）に占める各都道府県の一時保育実施保育所数の割合である。（平成19年度交付決定ベース）  
＊2都道府県の実施割合は、その区域内の政令指定都市、中核市に係る実施割合を含んだものである。  
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各種の子育て支援事業の都道府県別一取組状況③  

招咲咲 咲咲吐喋喋喋吐吐咲毒蛾咲咲喋吐吐咲咲吐咲咲吐僅僅咲吐咲吐吐咲咲吐嗅咲咲吐咲咲咲 吐咲咲咲吐囲  

購條小繋正 毅亜繋≠岬出潮條≡喋∃≡♯献翫叫匡景 ㈱騨最良せ咄∃鼻要∃亜 口亜≡璧辰匿都督せ金堂亜璧朝  

章  
宗伽：粥【餌1義 ∃煙鮮度祐畢卜僻割に振囲悼煙∃峨彗添削 川 東峠《叫く離裔唯噛匿唱∃塵抑制姫煙世噂檻《柾禦条                                           岸                       嘩  

※各都道府県の乳幼児人口（0～4歳）については平成17年国政調査による。  
※地域子育て支援拠点箇所数については、平成19年度交付決定ベース。  
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各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③  

（ファミリーサポート・センター事業）  
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※各都道府県の市町村数（特別区含む）に対するファミリー・サポートセンター箇所数をグラフ化したもの。  
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各種子育て支援サービス・制度の利用状況  

○各種子育て支援サービス・制度の利用状況を見ると、どれも利用したことがない家庭が半数近くを占める。  

○利用したことがある制度－サービス（1歳以上の子どもをもつ初婚どうし夫婦）   
r％ノ  

¢  5   †¢   †5   20   25   3¢   35   40   45   50  

‥：∴ 
・・  

産前・産後休業制度  

爛壊  

育児休業制度  

公立の認可保育所  

頑  
私立の認可保育所  

認可外保育施設・認証保育所  

育児時間制虔・  

短時間勤務制度  

企業内保育所  

保育ママ・ぺど－シッターなど  

（資料）社会保障・人口問題研究所「第13回出生動向基本調査」における子どもの出生年が2001年以降の夫婦に係る数値を基に作成。  
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各自治体における多様な取組み（事例）①  
○各自治体においては、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）や児童育成事業費によるメニュー事業の  

ほか、多種多様な取組がなされている。  

事業名   取組  事業概要   

自冶体  

協定家庭による  斬布区  （1）病気や出産のため入院、ほ溜族の病気の介護、（3）冠婚葬   

子どもショートステ  祭、（4〉事故や災害∴5）そのほか、寄庭で養育できない事情がで   

イ事業  きた場合、0急から小学校6年生までの子どもをショートステイ憾  

力家庭で預かる（1日3000円、減免あり∴   

すみすみ子育て  福井蒋  NPO法人やシル′ト人材センターなどが行う、一時預かりや家事   

サポート事業  支援等の利用料を助成。（櫻車利用料1時間350円）   

子育て応援券   杉並区  就学前の子どものいる家庭に、一時保育や組子コンサートなど、  

地域の子帝て支援サービスに利用できる券を配仇   

子音でファミリー  

世帯居住支援   

大阪市  

他   

子育て世帯に適し  愛餌県  子育て世帯に遺した住吉し、の基本的な考え方を県民・事業者にガ   

た住宅・住環境ガ  イドラインとして提示。   

イドライン  

子育て支援マンシ  土日庄  区内に供給される、ソフトリ＼－ドの両面で子焉てに配慮されたマ   

ヨン認定制鹿  ンションを認定・支援することにより、子育てLやすい居住環境を  

整備山   

高齢者世帯と子  積腐市  高齢者住み替え相鉄、子育て世帯への転貸支援、高齢者向け饅   

育て世帯の住膏  良賃貸住宅の供給を一体的に実施。   

えモデル事業  

道営であえ－る  北鵜遠  道営住宅について、子育て支援仕様の佳空間、子裔て支援サー  

ビスを一体的に整備。子どもの年齢に基づく掴限付き入居を導  

入。   

事業名   取組  事業概要   

≡▲il  

地域在宅子育て  港区  妊娠時からのーかかりつけ保育臥馴鹿。一時保育体臥 各種育   

支援制度ーみなと  児持崩への参加、看護臥栄養士、保育士による育児相談、保   

つ子」  音調の行事への参加、「保萬周であそばう」への参加、毎月の  

お便り送付などがある“   

マイ保育偲登鋸  石山月縛  妊娠中から出産後の育児不安を解消するために、身近な保育所   

事芙   内市町  で育児教室や育児相談を受けることができる軌隠．保育所は登録  

封   ヨ帥こなっており、rマイ保育阻利用券Jを使って平日午前半日保育  

を無料で3国交けることができる。   

マイ保育園みんな  石川県  子育てコーディネーターを配置し、r子育て支援フラン」を作成す   

で子育て応援事  る望これは、介損保険のケアプランの育児版のようなもので、継続   

業  的・計画的な保召サービスの利用を促し．育児不安を解消し、子ど  

もの発達を支援するものこ．   

派遥型一時保脅  港区  保護害の傷病、入院等により．一時的に保育が必要となる子ども   

事蔓  の自宅に保育者雀派遣して保育を行うリー時保育の他、病後児保  

脅、新生児保育もあり。   

派遣型保肖サー  七曜市  市に保育ママとして登録されている子育て経験者が、子どもを預   

ビス  かる派遣型保眉サービスリ川産撞の母挽の身の回りの世話や新  

生児の世話く産後・安心ヘルパー派遣サービス〉、（2）病気の回復  

糊にある子どもの一時預かり（病後児童在宅保育サービス）、（3）  

保護者が病気の時や冠婚葬祭の時などの子どもの一時預かリ  

■こ訪問型一時保杏サービス）が含まれる。保育の実施場所は、保  

育ママの自宅もしくは子どもの自宅リ  
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各自治体における多様な取組み（事例）②  
事業名   取組  事業概要   

自治体  

r子ども条例」制定に向け  望見市   子どもの権利を保障し、社会全体て子どもの自ちを支え合う   

た子どもの参画  地域社会を実現することを目的に制定b検討過程で、公募  

子ども委員、地域子ども会議事こ26中学校匡）、3回のバブリッ  

クコメントなどを実施レ   

子ども部会の討蓋割こよる  北海道   子どもの未来づくり審議会（子どもの未来づくりのための少   

知事への提案  子化対策推進条例に基づく設置二lの子ども部会で特定のテ  

－マをもとに検討し、知事に提案、，   

子どもを虐待から守る条  三雲県 他   条例に基づき、子台て支援指針、早期発見対応指針、保護   

例  支援指針を鉱産し、未然防止・早期発見・回復・再構築の支  

援を図る． 

みえ次世代督成応援ネッ  二手県   三重県の企箕と地域の同体が連携して、子育てに侵しい地   

トワーク  域社会づくりに取り組む地域密着聖子語て応援ネットワー  

ク．：マッチンゲ機能、企画の支援などを実施， 

子菖てネットの運営・マッ  三鷹市 他   様々な子育て情報や子爵て相談を行うサイトの運営や、乳   

フづくリ  幼児のいる子舎て家庭を対象にした市内まちあるきマップの  

作成を企集やNPOと協働して実施リ   

子肖て総合支援センター  徳島県   市町村・NPO・子肖てサークル等の子台て関係相総の取組   

事某  を総合的にコーディネートすることや、人材育成、子爵て支  

援情報の集積・発†言など、子育て支援活動を支援L   

子肖て家庭像待事業  子育て家庭にカードを配布し、県内の協賛店舗・施主受で商品  

の割引や倹待サービスなど様々な怜典が受けられるL   

チャイルドライン  柑読までの子どもがかける電話として、子どもの声に耳を傾  

ける鳩の醸成など、子どもの健全な成．長のための社会基盤  

づくりの取相。   

父親の子脅て参加促進  埼玉県 他   働き方の見直しとともに、地域や職域において父親の意餓   

事菜  感成や父規同士の仲間づくりを進め、子詩て奉加の意識を  

高めるb   

出会いの塙づくり・結婚  イベント等の開催による結婚を望む男女の出会いの機会提   

応援幸美  供や結婚相談の実施によるお相手紹介。   

事業名   ；tI・i  事業概要   

自胎体  

娼婦健康診査  妊娠健康診査健診賞用空自治体で負担リ   

柴用助成制療  

出産費用助成  分娩や入院にかかる出産薬用のうち、出産育児一時金等を差し  

引いた金憩の助成等． 

乳幼児医敵背  乳幼児にかかる医療費の動乱．   

助成  

歯科検診  乳幼児健診とあわせて、歯科検診の実施り   

聴覚健診   羽島市  新生児聴覚検査発の助成．．，   

柑辣川町  

他  

フレーバーウ事  世田谷狂  住民との協働により、フレー」ノーダーや地域ボランティアのもと、子   

糞  どもたちの好奇心を大切に、自由にやりたいことができる遊び場づ  

くりを箕賂．   

おもちや図書餉  確育のある子どもたちにおもちやを用意L、気に入ったおもちやを  

進んで克ぷ機会を1違供し、寮でも遊ペるよう賞し出しを行う．．家族  

にも仲間作りや惰寵交換の塙となっているリ   

子宮て相談室  浦安市   肯児相談の総合窓口を開設し、独白に養成した「子禽てケアマネ  

－ジャー」が子帝ての悔み全般に対し、適切な支援サービスを賽  

内L 
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社会保障国民会議 第3分科会  
（持続可能な社会の構築（少子化・仕事と生活の調和）分科会）   

中間とりまとめ（平成20年6月19日）（抜粋）  

3．（2）地域全体が支える、世代を超えて支える子育て支援  
子育てには時間と人手がかかるが、それだけに得られる幸福感も大きい。  
しかしながら、地域での子どもとのふれあいの減少などにより、親になるまでに子育てに肯定的な感情を持てないこ  

と、親になっても、子育てについて身近に悩みを相談する相手がいないことなどから、親が子どもとのきずなを見いだ  
せない、子育ての負担面ばかりを感じがちであるといったケースが増えてきている。子どもに関わる豊かな時間を生み  
出し、子どもと一緒に暮らし、子どもとともに親も成長する充実感、子育ての本当の楽しさを実感できるような子育て支  
援が必要とされてきている。  

など じめとする地域住民、多様な主体が担い手となって、地域全体が子育てに関われるような支援、子育て家庭のリ  
子育て支援は地域が支えることが重要である。町内会・自治会、NPOなどの市民団体や、企業、シニアや若者をは   

スクにもきめ細かに対応できるような地域のネットワークが必要である。子育て支援のサービスの担い手としては、依  

然として行政や社会福祉協議会などの半公的な主体が大半を占めているものがあり、新規参入のNPO等が参入し  
づらい現状がある。このため、今後、担い手の育成という視点も含め多様な主体の参画に向けた検討がなされるべき  
である。地方公共団体における政策の決定過程やサービスの現場等においても、親を一方的なサービスの受け手と  
してではなく、相互支援や、サ⊥ビスの質の向上に関する取組などに積極的に参画し得る方策 を探るべきである。  
また、親自身が、やがて支援側に回れるような循環を地域に生み出し、高齢者も含めた地域の力（例えば地域の  

「社会的祖父力・祖母力」の活用による世代間交流）などを有効に引き出すことができるよう、子育てに優しいまちづく  
りの視点も含めた環境づくりが必要である。多子世帯に配慮した支援なども重要である。  
これからの子育て支援は、すべての家庭を対象に、子ども自身の視点に立つとともに、脚性とニーズを尊重  

し、子育てが孤立化しないように、子ゼも自身と親の成長に寄り添う形で支援することが重要である。  
幼少期から長期的展望に立って子育てに関心を持つ、「心を育てる」取組を幅広く進めるとともに、子どもを持ち、  

育てる喜びを認識し、共有するための情報発信にも力を入れていくことも必要である。  
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検討の視点  
にとどまって  ○ 現行制度では、すべての子育て家庭を対象とした各種の子育て支援事業は、   

おり、その実施状況には地域格差が見られる。一方で、核家族化や、地域のつながりが希薄化する中、とりわけ  
専業主婦の子育ての負担感・孤立感が高まっていることも踏まえ、新たな制度体系における   
業の制度上の位置付け¢強化について、どう考えるか。   
※他の社会保障制度の例（介護・障害）においても、個人に対する給付とは別に、市町村の事業として位置付けているものが   

あるが、 重要な事業については、僻こ実施を義務付けている。   

○特に、保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件）の検討において、公費による給付の公平性の   

観点からも、専業主婦家庭に対する保育あるいは一時預かりの一定の支援を行われるべきという議論があり、こ   
うした議論も踏まえ、一時預かりの保障の充実について、どう考えるか。   
とりわけ、定期的・継続的な子育て支援が得られにくい3歳未満児（幼稚園就園前）をどう考えるか。  

○ また、一時預かりについての  
町村の実施責任の位置付け ※保育については、市町村に実施が義務付けられている  

・サービス利用（提供）方式のあり方  

（補助）の方式のあり方 ※事業者に事業実施費用を包括的に支払う仕組み、利用者個人に着目して給付を行う仕組み等  
について、どう考えるか。  

○ 一時預かり事業に対する財政的支援は、児童手当制度における事業主拠出金を財源とし、サービス量に応じ  
と位置付けられている。  て当然に支出が義務付けられるものではない   

保障を充実し、量的拡大を図っていく上で、財源面につきどのような仕組みとすることが適当か。  
⊂b  

が求められる  源保障を強化（例えば義務的な負担金）する場合には、財政規律の観点か  らの－   のルール   

※他の社会保障制度（介護・障害）の例では、給付の必要性・必要量の判断（認定）、利用量に応じた利用者負担などが設けられている。  

一方、一時預かりの機能については、保育所や地域子育て支援拠点のような事業所において預かる形態から、ベビーシッ  
ターやファミリーサポートセンターの提供会員による預かりなど、実態上様々な形態により担われており、  

柔軟な取組が行える仕組みが求められる側面もある。  
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家庭全戸訪問事業 ・養育支援訪問事業 や、地域子育て支援事業は、子育ての負担感・孤立感を軽減  
し、虐待の防止にもつながる重要な意義を有しているが、こうした事業の取組の促進をどう図るか。   

○その他、多様な子育て支援事業があるが、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、積極的な取組を促   
すために、どのような財政支援が求められるか。  
※ 次世代育成支援対策交付金は、市町村の事業計画全体に対し、包括的に交付するため、事業毎の配分等市町村の   

自由度が比較的高い仕組みである一方、国の予算総額の範囲内で、各市町村の事業量等に応じて配分する仕組みである   
ため、事業実施費用の一定割合の財政支援が保障されるものではなく、また、1／2を市町村が負担する仕組みとなっている。  

※他の社会保障制度の例（介護）においては、実施が義務付けられている事業（必須事業）のほか、地域の実情に応じた柔軟   

な取組の実施（任意事業）に対しても、上限額（給付費の一定割合）の範囲内で、事業実施費用の一定割合を国t都道府県が   
負担する仕組みとなっている。   

○ 一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業等、各種の子育て支援事業の量の拡充に向けた担い手の育成   
をどう図っていくか。   

また、質の向上に向けた担い手の研修やバックアップ支援といった取組の強化が必要ではないか。その他、   
各種の子育て支援事業の質の向上をどう図っていくか。   

O「基本的考え方」（本年5月）においても、親の子育てを支援するコーディネーター的役割が検討課題とされて   
おり、また、保育サービスの提供の仕組みの検討においても、保育の利用に際して同様の役割が必要との議論   
がなされている。   

現行制度においても、市町村に対し、子育て支援事業の利用のコーディネート（あっせん■調整）をする義務が   
課せられているところであるが、こうした機能を誰がどのように果たしていく仕組みとするか。   

O NPOや地域住民など多様な主体が担い手となって、地域全体がかかわっていけるような子育て支援、王室三   
支援に関わる者のネットワーク化、親自身がやがて支援者に回れるような循環を生み出せる地域の構築といっ  
た取組の強化として、どのような仕組みが考えられるか。   




